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人
事
委
員
会
規
則
七

三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
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三
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二
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八
日
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田
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紀
子
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則
七

三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

―

人
事
委
員
会
規
則
七

三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
教
育
職
給
料
表
㈠
の
適
用
範
囲
）

（
教
育
職
給
料
表
㈠
の
適
用
範
囲
）

第
三
条

教
育
職
給
料
表
㈠
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
。

第
三
条

教
育
職
給
料
表
㈠
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

教
育
庁
（
地
方
機
関
を
含
む
。
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て

四

教
育
庁
（
地
方
機
関
を
含
む
。
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
少

同
じ
。
）
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
少

年
自
然
の
家
、
近
代
美
術
館
、
博
物
館
、
農
業
科
学
館
又
は
埋
蔵
文
化
財

年
自
然
の
家
、
近
代
美
術
館
、
博
物
館
、
農
業
科
学
館
又
は
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
所
長
（
教
育
事
務
所
に
勤
務
す
る
所
長
を
除

セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
所
長
（
教
育
事
務
所
に
勤
務
す
る
所
長
を
除

く
。
）
、
館
長
、
副
所
長
、
副
館
長
、
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育

く
。
）
、
館
長

、
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育

主
事
、
主
任
管
理
主
事
、
主
任
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

主
事
、
主
任
管
理
主
事
、
主
任
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

事
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
補
及
び
社
会
教
育
主
事
補
（
教

事
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
補
及
び
社
会
教
育
主
事
補
（
教

育
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職

育
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職

員
を
除
く
。
）
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
員
と
な
っ
た
者
及
び
人
事
委
員
会

員
を
除
く
。
）
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
員
と
な
っ
た
者
及
び
人
事
委
員
会

が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）

が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）

五
・
六

略

五
・
六

略

２

略

２

略

（
教
育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
範
囲
）

（
教
育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
範
囲
）

第
三
条
の
二

教
育
職
給
料
表
㈡
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ

第
三
条
の
二

教
育
職
給
料
表
㈡
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
教
育
職
給
料
表
㈠
の
適

し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
教
育
職
給
料
表
㈠
の
適

用
を
受
け
る
者
を
除
く
。

用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
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二

略

一
・
二

略
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三

教
育
庁
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
少

三

教
育
庁
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
少

年
自
然
の
家
、
近
代
美
術
館
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博
物
館
、
農
業
科
学
館
又
は
埋
蔵
文
化
財

年
自
然
の
家
、
近
代
美
術
館
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博
物
館
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農
業
科
学
館
又
は
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
所
長
（
教
育
事
務
所
に
勤
務
す
る
所
長
を
除

セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
所
長
（
教
育
事
務
所
に
勤
務
す
る
所
長
を
除

く
。
）
、
館
長
、
副
所
長
、
副
館
長
、
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育

く
。
）
、
館
長

、
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育

主
事
、
主
任
管
理
主
事
、
主
任
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

主
事
、
主
任
管
理
主
事
、
主
任
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

事
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
補
及
び
社
会
教
育
主
事
補
（
教

事
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
指
導
主
事
補
及
び
社
会
教
育
主
事
補
（
教

育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
員
と

育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
員
と

な
っ
た
者
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）

な
っ
た
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及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
に
限
る
。
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四

略

四

略

２
・
３

略

２
・
３

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


